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岡山市東区役所庁舎における売店運営事業者募集要項 
 
 この要項は，岡山市東区役所庁舎において，売店を運営する事業者（以下「運営事業者」

という。）を公募するために定める。 
 
１ 売店設置の目的 
  来庁者の利便性の向上及び職員の福利厚生に資するために設置する。 
２ 公募参加資格 

(1) 運営期間中，円滑に売店を運営できる法人又は団体であること。 
(2) 販売品の小売りが可能で，売店を直接運営することが可能な法人又は団体であること。 
(3) 企画提案書等の提出期限日から選考までの間において，地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の４第２項及び岡山市契約規則（平成元年市規則第６３

号）第２条第１項に掲げる者でないこと。 
(4) 市税に関して滞納がないこと。 
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

が経営，運営に関係していないこと。 
(6) 関係法令を遵守し，公序良俗に反せず，公共の場所の活用としてふさわしい事業を営

む者であること。 
３ 提示条件 

(1) 運営場所 
岡山市東区役所庁舎内売店設置場所（別添図面のとおり） 
面積 ７．８平方メートル 

(2) 運営期間（目的外使用許可期間） 
令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（使用許可は年度ごとに決定し，運

営期間中は特別の事情がない限り，更新を行うものとする。） 
(3) 営業日 

運営期間中の岡山市東区役所開庁日（ただし，休日開庁日を除く。） 
(4) 費用負担 
ア 行政財産の目的外使用料 

 岡山市財産条例（昭和３９年市条例第２７号）第２条に基づき，定められた額を

徴収する。 
イ  電気料 
  実費徴収とする。（運営事業者が子メーターを設置すること。） 

(5) 飲料等自動販売機の設置 
設置を希望する場合は，指定する場所に飲料自動販売機を設置することができる。こ
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の場合において，費用負担については，第３項第４号の規定に準じる。 
４ 提案内容 

(1) 必須条件 
応募に当たっては，次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

  ア 営業時間について 
    区役所開庁日の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

（休日開庁日を除く。） 
  イ 売店の運営について 
    円滑に運営するための明確な方針があること。（スタッフ体制，緊急連絡体制など） 
  ウ 販売品について 
    次に掲げる品目を販売品に含めること。 

(ｱ) 収入印紙 
(ｲ) 飲料（自動販売機での販売を含む。） ※食品については，販売は任意とする。 

  エ 販売，支払方法について 
    各取引の決済は現金払のみとする。 
  オ 設置機器について 
    既設電気容量（１５アンペア×４回路）を超えない範囲で提案すること。 
  カ 配置計画について 

別紙を参考に配置計画（レイアウト）を提案すること。 
  キ 自動販売機について 
    飲料等自動販売機の設置希望の意向を明らかにすること。 
  (2) 加点条件（１００点） 
  ア 利用者の利便性向上の取組（販売価格，品揃えなど） ３０点 
  イ 職員の福利厚生に資する工夫            ３０点 
  ウ 環境対策の実施（簡易包装など）          ２０点 
  エ その他運営事業者独自の工夫            ２０点 
５ 注意事項 
 (1) アルコール飲料の販売は禁止する。（自動販売機を含む。） 
 (2) 飲料商品を販売する場合，売り場には缶・ペットボトル等の回収ボックスを設け，回 

収した缶・ペットボトル等の処理は運営事業者が行うものとする。また，売店から排

出されるその他の廃棄物についても，運営事業者が処理するものとする。 
 (3) 前項第１号ウに掲げるもの以外の品目については，市と協議の上，販売することがで 

きる。 
 (4) 配置計画については，提案に基づき市と協議の上，決定するものとする。 
 (5) 開店準備に必要な物品搬入等については，時期や方法を市と協議するものとする。 
 (6) 災害時における売店内の飲料及び食品の提供について，市と協議を行うものとする。
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６ 参考 
 (1) 職員数（令和５年４月１日時点［職員名簿登載者のみ］） 
   東区役所        １２６人 
   東消防署         ７１人（交代勤務者を含む。） 
   水道局東管路整備課    ３０人 
   ※その他，職員名簿に登載されていない関係者（国事業派遣職員など）として，約 

３０名の方が庁舎内で勤務。 
 (2) 来庁者数（１日当たり） 
   約４００人 
 (3) 使用料（令和６年度分。ただし，７５％の減額措置を適用） 
   年額 ４０，６２０円 
７ 応募方法 

(1) 提出書類 
  ア 申込書（様式１） 
  イ 運営事業者の応募に係る誓約書（様式２） 
  ウ 登記簿謄本の現在事項証明書の写し（発行日から３か月以内のものに限る。） 
  エ 会社概要（様式は任意） 
  オ 市税の完納証明書（発行日から 3 か月以内のものに限る。） 
  カ 岡山市暴力団排除基本条例に係る誓約書（様式３） 
  キ 企画提案書 
    様式は自由であるが，Ａ４サイズで，第４項「提案内容」に沿った企画提案書を 

８部提出すること。 
  (2) 提出方法 
    持参又は郵送 
  (3) 提出期限 
   令和６年１月２２日（月）午後５時まで（必着） 
８ 提案内容等に関する質問 
  提案内容等の記載事項に質問がある場合は，次のとおり提出すること。 

（様式は問わない。） 
(1) 提出期限 
   令和５年１２月２５日（月）午後５時まで（必着） 
(2) 提出方法 

持参，郵送又は電子メール 
   (3) 回答 

質問に関する回答は，平成６年１月１２日（金）までに，岡山市ホームページに掲

載する。 
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９ 選考方法 
  応募書類に基づき，関係者による選定委員会で選考を行い，評価の最も高い事業者を 

運営事業者とする。なお，選考に際してヒアリングを実施することがある。 
10  運営事業者決定予定日 
  令和６年２月上旬に選考の結果を応募者に通知する。 
11 応募書類等提出先 
  岡山市東区役所総務・地域振興課 
  〒７０４－８５５５ 

 岡山市東区西大寺南一丁目２番４号 
   ☎（０８６）９４４－５００６ 

電子メール higashikusoumu@city.okayama.lg.jp 

mailto:higashikusoumu@city.okayama.lg.jp

